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第１章 計画策定の概要 
 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

わが国では今後も高齢化が進行し、いわゆる団塊の世代がすべて 75 歳以上（後期高齢

者）となる令和７（2025）年には、総人口は１億 2,254万 4 千人に、高齢者人口は 3,677

万１千人（国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計）になり、高齢化率は 30.0％

になると予想され、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に

は、総人口は１億 1,091 万９千人に、高齢者人口は 3,920 万６千人になり、高齢化率は

35.3％になると予想されています。 

こうした中、本市においては、渋川市高齢者福祉計画（平成 30 年３月策定）に基づき、

介護保険事業の運営と高齢者福祉の充実を図ってきました。前回の計画策定から３年が経

過した中で、この３年間の実績を評価、分析し、中長期的展望を踏まえ、計画の見直しを

行います。 

 

第２節 計画の位置づけ 

１ 老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条の規定により、老人福祉計画と介

護保険事業計画を一体として策定します。 

２ 介護保険法第 116 条に規定する国の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（以下「国の基本指針」という。）及び群馬県高齢者保健福祉

計画（群馬県老人福祉計画・介護保険事業支援計画）に即した計画とします。 

３ 本市の上位計画である「第２次渋川市総合計画（平成 30 年度～令和９年度）」の関連

部分と整合性を持った具体的な実施計画とします。 

４ 渋川市地域福祉計画の下位計画に位置づけています。 

５ 老人保健分野の具体的な実施計画である「第３期渋川市健康増進計画（健康プランし

ぶかわ２１）」と調和のとれた計画とします。 

６ 群馬県が策定する「第８次群馬県保健医療計画」と整合性のとれた計画とします。 

７ 国の基本指針に基づき、法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福

祉又は居住に関する事項を定めるものと調和のとれた計画とします。 

 

第３節 計画の期間 

本計画は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 

第４節 計画策定の体制 

アンケート調査を実施し、計画策定にあたり課題を整理しました。 

また、庁内に「渋川市高齢者福祉計画策定委員会」を設置し、各所属間の調整を図ると

ともに、庁外委員組織として「渋川市高齢者福祉推進委員会」を設置し、幅広い関係者の

意見を取り入れ、住民の参加に配慮して策定しました。  
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第２章 渋川市の高齢者を取り巻く現状 
 

第１節 統計データでみる現状 

１ 人口の推移 

本市の人口は緩やかに減少していますが、一方で高齢化率は年々上昇しています。本市

の高齢化率は 34.8％で、群馬県を 5.５ポイント、全国を 6.３ポイント上回っています。 

 

 

２ 高齢者のいる世帯 

国勢調査に基づく本市の世帯数は減少していますが、高齢者のいる世帯数は増加してい

ます。本市の高齢者のいる世帯の割合は 53.8％を占め、群馬県を 9.3 ポイント、全国を

13.1ポイント上回っています。 

 

 

第２節 介護保険事業の状況 

１ 第１号被保険者の認定者数の推移 

第１号被保険者の認定者数は過去５年間で 178 人の増加となっていますが、認定率は

0.6 ポイント減少しており、ここ数年は減少傾向となっています。要支援認定者に比べて、

要介護認定者の増加率が高くなっています。 

 

２ 保険給付費及び地域支援事業費の推移 

本市の保険給付費はこの５年間で約９億７千万円、率にして 14.3％の増加となってい

ます。サービス別の内訳は、居宅サービスが約 48％、地域密着型サービスが約 11％、施

設サービスが約 41％となっています。 

サービス種別の構成比をみると、居宅サービスと地域密着型サービスが減少傾向である

のに対し、施設サービスは増加傾向となっています。 
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第３節 高齢者を取り巻く課題 

１ 地域を中心とした支え合い体制の整備 

今後の家族構成や生活状況の変化によって、見守りや生活支援のニーズが高まることが

考えられます。今後は在宅サービスの充実に加えて、地域を中心とした見守りや支え合い

といった支援体制の充実がより必要となります。 

 

２ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

要介護状態になるのを予防し、健康で自立した生活を送る上でも、自立支援、介護予防・

重度化防止の取り組みが必要となります。 

 

３ 地域活動への参加促進と担い手の養成 

高齢者が趣味や生きがい、社会的役割を持ち、健康でいきいきとした生活を送るととも

に、地域とのつながりや支え合いの体制を強化するためにも地域活動への参加促進が必要

です。また、地域住民による相互の支え合いという観点からも地域活動を企画・運営する

側（担い手）の養成や養成した人達を実際の活動へとつなげるための支援体制が必要とな

ります。 

 

４ 認知症対策の推進 

今後の高齢者の増加に伴い、全国的にも認知症高齢者が増加するとされており、令和７

年には 65 歳以上の５人に１人が認知症になることが予測されており、認知症予防のため

の活動の充実が必要となります。また、認知症を患っている人の早期発見・早期対応と併

せ、支えている介護者等を支援するための施策の推進を図り、認知症の人が住み慣れた地

域で生活できる社会を構築していくことが必要です。 

 

５ 介護体制づくりの整備 

高齢者が介護を必要とする状態となった場合にも、ニーズに合ったサービスが提供でき

るよう基盤整備を進めるとともに、家族等の介護者が抱える負担軽減に向けた支援体制の

充実が必要となってきます。 

 

６ 事業所運営支援について 

今後、全国的にも掲げられている地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務

効率化の取り組み強化を推進するとともに、年々制度が複雑化する中で、事業所への最新

の情報提供とともに適正な事務の推進を図っていくことも必要となります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

第１節 基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

本計画の上位計画にあたる「渋川市総合計画」の６つの施策の大綱のうち、健康、福祉、

スポーツ分野の施策目標である「健やかに育み支え合うまち」の実現に向けて、第７期計

画で強化・推進を図ってきた地域包括ケアシステムを基盤に、健康寿命の延伸を目指しま

す。 

地域住民（自助）、各種団体（互助）、関係機関（共助）、行政（公助）がそれぞれの立場

で、必要な支援を地域の中で包括的に提供し、子どもから高齢者までのすべての誰もが地

域福祉の担い手として活動できる地域づくり、また、高齢者一人ひとりが心身ともに健や

かに、生涯にわたって住み慣れた地域で自分らしく生きることができるまちづくりを目指

し、本計画の基本理念を「いつまでも 誰もが健やかに つながり助け合い」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

本計画の基本理念を実現するために、５つの基本目標を掲げます。 

 

 

 

（１）社会参加の支援 

地域社会との関わりや世代間交流を促進し、生きがいを持ち健やかに暮らすことができ

るよう支援します。 

（２）高齢者活動・生涯学習の推進 

社会活動や各種クラブ活動などでの自主的な参加や、趣味や生涯学習などの充実により、

高齢者の健康づくり、生きがいづくりを支援します。 

（３）就労の支援 

就労的活動による社会参加の促進のため、シルバー人材センターが行う、高齢者の能力

や経験を生かせる就業機会の提供を支援します。  

いつまでも 誰もが健やかに つながり助け合い 

基本目標１ 生きがいを持ち、健やかに暮らせるまちづくり 
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（１）安心生活のための福祉サービス 

ひとり暮らしやねたきり等の在宅高齢者が地域で安心して暮らしていくために、日常生

活を支援するサービスを提供します。 

（２）安全・安心な環境づくり 

住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていくために、関係機関等と連携し、移動の支援、

住まいの支援、防犯対策、災害時の支援、感染症対策などの体制づくりを推進します。 

（３）情報提供、相談体制の充実 

広報紙、ホームページ及びパンフレットなどの媒体を活用し、高齢者福祉や介護サービ

スなどの情報の提供に努めます。 

在宅や施設において、介護負担や希薄な家族関係、経済的問題等に起因する高齢者虐待

を防止するための啓発活動、相談や安全確保のための必要な措置を行います。また、関係

機関等との連携を強化し、虐待の防止、早期発見に努めます。 

 

 

 

（１）健康づくりの推進 

いつまでも健やかに暮らすために、各種の検診（健診）や予防接種、健康相談など、健

康づくりの体制整備を推進します。 

（２）介護予防の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる充実に努めます。 

一般の高齢者を対象とした介護予防の普及・啓発や運動機能低下防止などの各種教室を

行っています。住民が主体となり、身近な地域でこれらを実施することで、お互いを支え

合い、参加しやすい介護予防の集まりを増やしていきます。要支援認定者に対しても介護

予防に関する普及・啓発を行い、日常生活機能の維持向上を図り、フレイル（虚弱）の予

防に努めます。また、地域で住民が主体となって進める高齢者の介護予防の集まりの場づ

くりを推進します。 

介護・医療・健診情報等を活用し、担当部局等と連携して高齢者の心身の多様な課題に

対してきめ細やかな支援を一体的に実施します。 

（３）スポーツ活動の推進 

適度な運動で身体を動かすことは、健康の維持や増進につながるだけでなく、地域交流

の場としても重要です。高齢者が気軽に参加できる軽スポーツの普及や各種スポーツ教室

の開催を推進し、高齢者の健康の維持・増進を図ります。 

  

基本目標２ 安心して生活できるまちづくり 

基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 
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（１）介護保険サービスの充実・強化 

高齢者のニーズを踏まえ、将来に必要となるサービス量を見込み、その確保に努めます。 

（２）介護保険事業の健全運営 

保険給付のさらなる適正化を進めるため、データ分析等に基づく取り組みを行い費用等

の適正化を図るとともに、保険者機能の充実強化を図ります。また、地域密着型サービス

事業者等に対して、実地指導等において助言・指導を行い、介護サービス事業の運営適正

化を図ります。 

（３）人材の確保及び業務効率の強化 

必要な介護サービスの提供を確保するため、市は国や県と連携して介護従事者に対する

相談体制を整備し、介護サービス事業所や医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築、

ボランティア活動の振興や普及・啓発活動等を通じて人材の確保及び資質の向上を推進し

ます。また、介護サービス事業者の業務の効率化のため、市が指定権者となる介護サービ

ス事業について申請関係書類等に係る負担の軽減を図ります。 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの適切な運営に努め、高齢化

により増加し続ける相談支援業務に対応していきます。 

また、介護支援専門員に対しての研修を定期的に行い、資質の向上を図るとともに、高

齢者が地域で暮らし続けられるよう支援するためのケアマネジメントの充実に努めます。 

（２）在宅医療・介護連携、生活支援体制の推進 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよ

う、入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応力強化、感染症

や災害時対応等様々な局面において、地域における在宅医療及び介護の提供に携わる者の

その他の関係者の連携を推進します。 

多様な生活支援サービスを担う事業主体と連携し、日常生活の支援体制の推進を図りま

す。 

（３）認知症施策の推進 

認知症についての知識や理解を深めるとともに、認知症になっても住み慣れた地域で安

心して暮らすことができるよう支援します。また、認知症に係る適切な保健医療サービス

及び福祉サービスを提供するため、医療機関、介護サービス事業所等と連携を推進します。 

 

第２節 計画策定方針 

本計画では、地域包括ケアシステムの取り組みをより強化し推進する計画として位置づ

け、５つの基本目標を設定し、それぞれの目標を達成するために 15 の基本施策を策定し

ました。  

基本目標４ 充実した介護保険サービスの体制づくり 

基本目標５ 包括的支援の推進 
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第３節 施策の体系図 
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生きがいを持ち、健やかに
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基本目標２ 

安心して生活できるまちづ

くり 

基本目標３ 

健康づくりと介護予防の推

進 

基本目標４ 

充実した介護保険サービス

の体制づくり 

（１）安心生活のための福祉サービス 

（２）安全・安心な環境づくり 

（３）情報提供、相談体制の充実 

（１）健康づくりの推進 

（２）介護予防の推進 

（３）スポーツ活動の推進 

（１）介護保険サービスの充実・強化 

（２）介護保険事業の健全運営 

（３）人材の確保及び業務効率の強化 

基本理念 基本目標 施策の方向 

基本目標５ 

包括的支援の推進 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）在宅医療・介護連携、生活支援体制の
推進 

（３）認知症施策の推進 

（１）社会参加の支援 

（２）高齢者活動・生涯学習の推進 

（３）就労の支援 

健康寿命の延伸 
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第４章 保険料の設定 
 

第１節 介護保険事業の財源構成 

介護保険事業・地域支援事業の財源は、公費（国、県、市町村）と、第１号被保険者、

第２号被保険者（医療保険の被保険者）で負担し、うち 23.0％が第１号被保険者の負担と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 第１号被保険者保険料の推計 

各事業の給付費の推計額に基づき、「見える化システム」で算出される本市の第１号被保

険者保険料基準額は、年額 76,600円、月額 6,383 円になります。 

【第１号被保険者保険料基準額の推計】 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

被保険者数（所得段階別加入割合補正後）（Ｃ） 人 26,549 26,493 26,438 79,480 

標準給付費見込額（Ａ） 千円 8,637,939 8,813,882 8,943,624 26,395,445 

 総給付費 千円 8,167,488 8,358,788 8,483,605 25,009,881 

 特定入所者介護サービス費等給付額 千円 277,112 260,543 263,642 801,297 

 高額介護サービス費等給付額 千円 152,656 153,868 155,694 462,218 

 高額医療合算介護サービス費等給付額 千円 34,570 34,570 34,570 103,710 

 算定対象審査支払手数料 千円 6,113 6,113 6,113 18,339 

地域支援事業費（Ｂ） 千円 497,360 497,754 497,953 1,493,066 

 介護予防・日常生活支援総合事業費（Ｂ‘） 千円 241,489 241,783 241,882 725,153 

 包括的支援事業費・任意事業費 千円 255,871 255,971 256,071 767,913 

第１号被保険者負担分相当額 

（Ｄ)＝(Ａ＋Ｂ)×23.0％ 
千円 2,101,119 2,141,676 2,171,563 6,414,358 

調整交付金相当額（Ｅ） 千円 443,971 452,783 459,275 1,356,030 

調整交付金見込交付割合（Ｆ） ％ 5.34％ 5.18％ 5.05％  

調整交付金見込額（Ｇ）＝(Ａ＋Ｂ‘)×Ｆ 千円 474,161 469,083 463,868 1,407,112 

財政安定化基金償還金（Ｈ） 千円 0 0 0 0 

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額（I） 千円    49,800 

基金繰入予定額（Ｊ） 千円    350,000 

保険料収納必要額（Ｋ）＝Ｄ－Ｇ＋Ｅ＋Ｈ－Ｉ－Ｊ 千円    5,963,476 

予定保険料収納率（Ｌ) ％  98.00％   

保険料基準額      

 保険料基準額［年額］（Ｍ）＝Ｋ÷Ｌ÷Ｃ 円    76,600 

 保険料基準額［月額］ Ｍ÷12 円    6,383 

  

・地域支援事業費 

（包括的支援事業・任意事業） 

・居宅給付費 

・施設等給付費 

・地域支援事業費 

（介護予防・日常生活支援総合事業） 

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%

公費

50.0%

第１号

被保険者

23.0%

公費

77.0%
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第３節 第１号被保険者の保険料の設定 

推計された保険料基準額をもとに、所得段階別人口の割合を勘案し 10 段階の保険料の

弾力化を実施することとし、第８期介護保険事業計画の第１号被保険者の保険料基準額を

年額 76,600円、月額 6,383 円と設定します。各所得段階の保険料は以下のとおりとし

ます。 

【第８期介護保険事業の第１号被保険者保険料】 

段階区分 基 準 
基準額に対する 

負担割合 

介護保険料

年額 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者（世帯非課税者） 

・本人及び世帯が住民税非課税者で合計所得＋課税年金収入が

80 万円以下 

基準額 

×0.50 
38,300 円 

低所得者保険料軽減措置適用後の金額 
基準額 

×0.30 
22,900 円 

第２段階 

・本人及び世帯が住民税非課税者で合計所得＋課税年金収入が

120 万円以下（第１段階該当者を除く） 

基準額 

×0.65 
49,700 円 

低所得者保険料軽減措置適用後の金額 
基準額 

×0.50 
38,300 円 

第３段階 

・本人及び世帯が住民税非課税者で合計所得＋課税年金収入が

120 万円超 

基準額 

×0.75 
57,400 円 

低所得者保険料軽減措置適用後の金額 
基準額 

×0.70 
53,600 円 

第４段階 
・本人が住民税非課税者で世帯内に住民税課税者がいる場合で、

合計所得＋課税年金収入が 80 万円以下 

基準額 

×0.92 
70,400 円 

第５段階 
・本人が住民税非課税者で世帯内に住民税課税者がいる場合で、

第４所得段階に該当しない場合 

基準額 

×1.00 
76,600 円 

第６段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額が 120 万円未満 
基準額 

×1.20 
91,900 円 

第７段階 
・本人が住民税課税で合計所得金額が 120 万円以上 

210 万円未満 

基準額 

×1.30 
99,500 円 

第８段階 
・本人が住民税課税で合計所得金額が 210 万円以上 

320 万円未満 

基準額 

×1.50 
114,900 円 

第９段階 
・本人が住民税課税で合計所得金額が 320 万円以上 

400 万円未満 

基準額 

×1.60 
122,500 円 

第 10 段階 ・本人が住民税課税で合計所得金額が 400 万円以上 
基準額 

×1.75 
134,000 円 

 

 

 

渋川市高齢者福祉計画（老人福祉計画及び第８期介護保険事業計画）【概要版】 

令和３年３月 

渋川市スポーツ健康部介護保険課 

住所：〒377-8501 群馬県渋川市石原 80 番地 TEL：0279-22-2111（代表） 


